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次期計画（第８期計画）における主な変更箇所 

１ 体系について 

参考資料１ 

【第７期計画】 【第８期計画】 

Ⅰ．健康づくりと介護予防の推進 

１．生涯を通じた健康づくり 

２．疾病の重症化予防、二次障害・障害の重度化予防 

３．高齢者及び家族介護者の心の健康づくりの推進 

４．介護予防の推進 

５．地域を支える多様な担い手への支援 

Ⅱ．生きがいづくりと社会参加の推進 

１．元気な高齢者と地域づくりの推進 

２．市民意識の啓発 

３．世代間交流の推進 

Ⅲ．地域における自立した日常生活を支援する体制の整備

１．地域包括ケアシステムの深化・推進 

２．日常生活支援サービスの推進 

３．地域医療及び在宅医療・介護連携の推進 

４．認知症高齢者施策の推進 

５．高齢者等の権利擁護の推進 

Ⅳ．コンパクトで潤いと安らぎのある魅力的なまちづくり

１．コンパクトなまちづくりと賑わいと交流の都市空間の整備

２．バリアフリーの推進と潤いのある生活空間の整備 

３．安心できる住まいの確保 

４．総合的な安全対策の強化 

Ⅴ．介護保険事業における保険者機能の強化 

１．安心の介護を提供するために 

２．介護サービスの基盤整備 

３．介護保険事業のサービス利用量の見込み 

４．介護保険の事業費等の見込み 

Ⅰ．健康づくりと介護予防の推進 

１．生涯を通じた健康づくり 

２．疾病の重症化予防、二次障害・障害の重度化予防 

３．高齢者及び家族介護者の心の健康づくりの推進 

４．フレイル予防・介護予防の推進 

５．地域を支える多様な担い手への支援 

Ⅱ．生きがいづくりと社会参加の推進 

１．元気な高齢者と地域づくりの推進 

２．市民意識の啓発 

３．世代間交流の推進 

Ⅲ．地域における自立した日常生活を支援する体制の整備

１．地域包括ケアシステムの深化・推進 

２．日常生活支援サービスの推進 

３．地域医療及び在宅医療・介護連携の推進 

４．認知症高齢者施策の推進 

５．高齢者等の権利擁護の推進 

Ⅳ．コンパクトで潤いと安らぎのある魅力的なまちづくり

１．コンパクトなまちづくりと賑わいと交流の都市空間の整備

２．バリアフリーの推進と潤いのある生活空間の整備 

３．安心できる住まいの確保 

４．総合的な安全対策の強化 

Ⅴ．介護保険事業における保険者機能の強化 

１．安心の介護を提供するために 

２．介護サービスの基盤整備 

３．介護保険事業のサービス利用量の見込み 

４．介護保険の事業費等の見込み 
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２ 基本施策・施策・取組について 

頁 該当箇所 修正根拠 次期高齢者総合福祉プラン（素案） 

32 Ⅰ-2≪基本施策

≫ 

疾病の重症化予

防、二次障害・

障害の重度化予

防 

＜市の取組みとの整合＞ 

第８期計画の取組みの内容に

即した記載に修正 

＜国の動向への対応＞ 

「第 8期介護保険事業計画の

基本方針（案）」の記載内容

との整合 

介護予防を進めるにあたり、

高齢者保健事業と一体的に実

施するよう努め、一体的実施

を行うにあたっては、介護・

医療・健診情報等の活用を含

め国民健康保険担当部局等と

連携して取り組みを進めるこ

とが重要である。 

【基本施策の文言追加】 

疾病の発症を予防する「一次予防」に加え、超高

齢社会を見据え、障害や疾病等を抱えながらも日常

生活を送れるよう「重症化予防」にも取り組みま

す。 

また、医療、保健、介護のデータ等を活用し、適

切な医療サービス等につなげることが重要であるこ

とから、保健事業と介護予防の一体的な実施を推進

し、高齢者の介護予防・重度化防止や疾病予防・重

症化予防に努めます。

33 Ⅰ-4≪基本施策

≫ 

フレイル予防・

介護予防の推進

＜市の取組みとの整合＞ 

富山市介護予防推進会議での

協議内容を踏まえた修正 

＜市の取組みとの整合＞ 

第８期計画の取組みの内容に

即した記載に修正 

【基本施策の文言更新】 

早期かつ適切な介護予防事業の介入により「フレ

イル予防」に取り組みます。そのために、「閉じこ

もり予防」を基本とした「多様」で「適切」な「切

れ目ない」介護予防施策を推進します。その上で、

高齢者一人ひとりの状況を的確に把握し、適切な介

護予防ケアマネジメントに基づく運動器機能向上、

栄養改善、口腔機能向上等の介護予防サービスを提

供することにより、機能の維持・向上を目指しま

す。 

また、高齢者が可能な限り地域において自立した

日常生活を営むことができるよう、地域包括支援セ

ンター等の関係機関と連携を図りながら、介護予防

運動の推進や介護予防ふれあいサークルの育成支援

など、地域ぐるみの介護予防を推進するとともに、

介護予防の拠点施設として整備した角川介護予防セ

ンターを中心に介護予防事業や介護予防の調査研究

を行うなど、介護予防推進体制の強化を図ります。

37 Ⅰ-1-(2) 

疾病の予防及び

早期発見・早期

治療 

❻認知症予防対

策の充実 

＜その他＞ 

Ⅲ-4-(3)「認知症予防対策の

推進」へ移動 

【取組の移動】

認知症に関する講演会の開催や地域における教室

において、認知症予防のための知識の普及啓発に努

めます。
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頁 該当箇所 修正根拠 次期高齢者総合福祉プラン（素案） 

39 Ⅰ-1-(3) 

生活習慣改善の

推進 

❺受動喫煙防止

対策の推進 

＜国の動向への対応＞ 

健康増進法の一部改正（平成

30 年）に伴い修正 

【取組の文言更新】 

受動喫煙の身体への影響について市民に周知する

とともに、公共の場での禁煙・分煙を推進し、受動

喫煙を防ぐ環境づくりに取り組みます。 

39 Ⅰ-1-(4) 

生涯スポーツの

推進 

❶歩くスポーツ

の推進 

＜市の取組みとの整合＞ 

第８期計画の取組みの内容に

即した記載に修正 

ノルディックウオーキングポ

ールのレンタルの実施 

【取組の文言更新】 

四季折々の自然を楽しみながら歩く「四季のウオ

ーク」や、まちなか歩きに無料で使用できるノルデ

ィックウオーキングポールのレンタルなど、「歩く

スポーツ」を広く市民の生活に定着するよう引き続

き啓発を行います。 

40 Ⅰ-1-(4) 

生涯スポーツの

推進 

❸高齢者向け運

動・スポーツプ

ログラムの提供

＜市の取組みとの整合＞ 

第８期計画の取組みの内容に

即した記載に修正 

スマイル元気セミナーの実施

【取組の文言更新】 

高齢者が健康で生きがいのある生活を送るために

は、自分の体力の現状を把握し、日常生活において

手軽に取り組める運動・スポーツプログラムを継続

的に実施することが重要です。 

このことから、富山市体育協会が実施している元

気な高齢期を迎えるための運動・スポーツプログラ

ムの普及啓発を図ります。 

また、富山市体育協会とともに、運動指導や体成

分測定、食物栄養の講義などを行うスマイル元気セ

ミナーを実施することで、高齢者が健康で生きがい

のある日常生活を送ることができる体力の維持・向

上を図ります。 

◆スマイル元気セミナーの受講者数 

 令和 2年度見込 令和 5年度目標 

受講者数 100 人 150 人 

41 Ⅰ-2-(1) 

疾病の重症化予

防への早期対応

❶糖尿病対策の

充実 

＜市の取組みとの整合＞ 

第８期計画の取組みの内容に

即した記載に修正 

【取組の文言更新】 

糖尿病は、腎不全や糖尿病性網膜症などの合併症

を引き起こすとともに、脳卒中や虚血性心疾患など

の発症を促進すると言われています。これらの合併

症は生活の質を著しく低下させる重大な問題です。

こうした合併症の発症を抑えるために、保健師、栄

養士等による糖尿病相談や訪問指導を行い、適切な

食生活や運動等による生活習慣の改善や、自己管理

が行えるよう支援するとともに、要介護状態になる

ことを予防します。 

また、糖尿病の予防や合併症の減少に向け、保健

や医療、医療保険者などの関係者が情報を共有し、

特性を踏まえた対策を検討し、糖尿病対策を推進し

ます。 
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頁 該当箇所 修正根拠 次期高齢者総合福祉プラン（素案） 

42 Ⅰ-2-(1) 

疾病の重症化予

防への早期対応

❹保健事業と介

護予防の一体的

実施【新規】 

＜市の取組みとの整合＞ 

第８期計画の取組みの内容に

即した記載に修正 

＜国の動向への対応＞ 

「第 8期介護保険事業計画の

基本方針（案）」の記載内容

との整合 

介護予防を進めるにあたり、

高齢者保健事業と一体的に実

施するよう努め、一体的実施

を行うにあたっては、介護・

医療・健診情報等の活用を含

め国民健康保険担当部局等と

連携して取り組みを進めるこ

とが重要である。 

【取組の追加】 

高齢者の、複数の慢性疾患に加え、認知機能や社

会的なつながりが低下しやすいという特性を踏ま

え、健診結果や医療費データ、要介護認定データを

もとに高齢者一人ひとりの健康状態や地域課題を抽

出し、疾病予防と生活機能維持の両面から支援でき

るよう、保健事業と介護予防の一体的な実施を推進

します。

45 Ⅰ-3-(2) 

自殺対策の推進

❷高齢者・介護

者の心のゲート

キーパーの養成

＜その他＞ 

高齢者・介護者のみにかかる

指標に修正 

【指標の見直し】 

◆高齢者・介護者の心のゲートキーパーの養成 

 令和２年

度見込み

令和５年

度目標 

高齢者・介護者の心のゲ

ートキーパーの養成者数
５０人 ６０人 

46 Ⅰ-4-(1) 

介護予防推進体

制の強化 

＜市の取組みとの整合＞ 

富山市介護予防推進会議での

協議内容を踏まえた修正 

＜懇話会委員からのご意見＞

コロナ禍での健康づくりにつ

いて次期計画に盛り込むこと

はできないだろうか。 

【施策の文言更新】 

健康な状態と要介護状態の中間に位置する虚弱な

状態「フレイル」は、早期かつ適切な介護予防事業

等の介入により、健康な状態へ戻る、あるいはその

進行を遅らせることができると言われています。 

このことから、「閉じこもり予防」を基本とした

介護予防施策の充実を図るとともに、有識者会議等

の意見を反映させながら、介護予防推進体制を強化

します。 

また、新型コロナウイルスを想定した「新しい生

活様式」の実践など、様々な感染症に対する予防対

策を行いながら、介護予防活動を実践できる環境づ

くりに努めます。 

46 Ⅰ-4-(1) 

介護予防推進体

制の強化 

❶徹底した「閉

じこもり予防」

の実施 

＜市の取組みとの整合＞ 

富山市介護予防推進会議での

協議内容を踏まえた修正 

＜地域懇談会でのご意見＞ 

閉じこもりをさせない施策を

お願いしたい。 

【取組の文言更新】 

本市における新規要支援認定者の要因疾患の約 4

割が予防可能な「ロコモティブシンドローム（運動

器症候群）」関連です。 

この背景には、体力低下等の身体的要因、活動意

欲低下等の心理的要因、友人・仲間等の環境要因の

3つの要因がもたらす「閉じこもり」があると考え
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頁 該当箇所 修正根拠 次期高齢者総合福祉プラン（素案） 

 られます。 

そのため、まずは「介護予防」の基本となる「閉

じこもり予防」に重点を置き、①対象者の発見、②

対象者の誘い出し、③外出目的となる活動とその

「場」づくりを、住民にとって身近な存在である老

人クラブ等や地域包括支援センターを中心に取り組

みます。 

46

～

48

Ⅰ-4-(1) 

介護予防推進体

制の強化 

❷介護予防施策

の充実 

＜市の取組みとの整合＞ 

富山市介護予防推進会議での

協議内容を踏まえた修正 

＜市の取組みとの整合＞ 

第８期計画の取組みの内容に

即した記載に修正 

口腔ケアサービスの実施 

＜第 2次総合計画との整合＞

第 2次総合計画「Ⅰ-2-(3)介

護予防・高齢者の元気づく

り」に掲げる目標とする指標

として「健康な高齢者の割

合」を設定 

【取組の文言更新】 

「閉じこもり」から外出につなげるためには、介

護予防施策を充実させ、個人の状態や選択に応じ、

「多様」で「適切」な「切れ目ない」支援が必要と

なります。 

そのため、要支援及び要介護状態となるおそれの

ある高齢者の早期発見に努めるとともに、地域包括

支援センターが中心となり、高齢者が閉じこもら

ず、自主的に地域で活動を継続できるよう、介護予

防ケアマネジメントを実施し、一人ひとりに合った

ケアプランに基づき、「適切」な介護予防に関する

事業につなぐことにより、機能の維持・向上を目指

します。 

また、利用者本人が、必要なサービスを主体的に

利用して、目標の達成に取り組んでいくことが重要

であり、「介護予防・日常生活支援総合事業」にお

いては、生活環境の調整や、地域の中に生きがい・

役割を持って生活できるような居場所と出番づくり

など、高齢者本人を取り巻く環境へのアプローチを

含めた、バランスのとれた施策展開が求められてい

ます。 

本市においても、介護予防教室、パワーリハビリ

テーションに加え、「口腔ケアサービス」や地域の

多様な主体によるサービスを提供し、高齢者にとっ

て、より効果的な事業の実施に努めます。 

また、自主的な介護予防や早期からの取組の重要

性について啓発に努めます。 

◆口腔ケアサービスの実施 

 令和 2年度見込 令和 5年度目標 

実施か所 28 か所 40 か所 

利用者数 10 人 60 人 

◆健康な高齢者の割合 

 令和 2年度見込 令和 5年度目標

前期高齢者

後期高齢者

９５．７％ 

６７．０％ 

９６％以上維持

６６％以上維持
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頁 該当箇所 修正根拠 次期高齢者総合福祉プラン（素案） 

48 Ⅰ-4-(1) 

介護予防推進体

制の強化 

❹パワーリハビ

リテーションの

推進 

＜その他＞ 

Ⅰ-4-(2)「地域ぐるみの介護

予防の推進」から移動 

【取組の移動】 

「運動器の機能向上」の手法の一つであるパワー

リハビリテーションについては、運動機能の低下に

より、生活に支障をきたすおそれのある高齢者のほ

か、脳卒中やパーキンソン病、認知症などを対象と

したリハビリ教室を開催する中で、その効果の研

究・検証に努めます。 

また、正しい運動プログラムの研究開発、実施手

法の普及を図りながら、事業修了者の生活向上やス

ポーツクラブ等での運動の継続を支援します。 

さらに、多くの高齢者が、パワーリハビリテーシ

ョン機器を使った介護予防に気軽に参加できるよ

う、パワーリハビリテーション体験会の実施や出前

講座等を通じて事業の普及啓発に努めます。 

49 Ⅰ-4-(1) 

介護予防推進体

制の強化 

❻保健事業と介

護予防の一体的

実施【再掲】 

＜市の取組みとの整合＞ 

第８期計画の取組みの内容に

即した記載に修正 

＜国の動向への対応＞ 

「第 8期介護保険事業計画の

基本方針（案）」の記載内容

との整合 

介護予防を進めるにあたり、

高齢者保健事業と一体的に実

施するよう努め、一体的実施

を行うにあたっては、介護・

医療・健診情報等の活用を含

め国民健康保険担当部局等と

連携して取り組みを進めるこ

とが重要である。 

【取組の追加】 

介護予防を進めるにあたり、健診結果や医療費デ

ータ、要介護認定データを活用することで、高齢者

保健事業との一体的な実施を推進します。 

50 Ⅰ-4-(2) 

地域ぐるみの介

護予防の推進 

❷パワーリハビ

リテーションの

推進 

＜その他＞ 

Ⅰ-4-(1)「介護予防推進体制

の強化」へ移動 

【取組の移動】

「運動器の機能向上」の手法の一つであるパワー

リハビリテーションについては、運動機能の低下に

より、生活に支障をきたすおそれのある高齢者のほ

か、脳卒中やパーキンソン病、認知症などを対象と

したリハビリ教室を開催する中で、その効果の研

究・検証に努めます。 

また、正しい運動プログラムの研究開発、実施手

法の普及を図りながら、事業修了者の生活向上やス

ポーツクラブ等での運動の継続を支援します。 

さらに、多くの高齢者が、パワーリハビリテーシ

ョン機器を使った介護予防に気軽に参加できるよ

う、パワーリハビリテーション体験会の実施や出前

講座等を通じて事業の普及啓発に努めます。 
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51 Ⅰ-4-(2) 

地域ぐるみの介

護予防の推進 

❺住民主体の通

いの場の充実 

＜市の取組みとの整合＞ 

第８期計画の取組みの内容に

即した記載に修正 

【取組の文言更新】 

今後、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯が

増えていくことを見据え、高齢者を含めた地域住民

の力を活用しながら、住民主体の通いの場など、地

域で支え合う仕組みづくりが求められています。 

また、通いの場が充実することで、参加する高齢

者の生きがいづくりや介護予防につながるだけでな

く、今まで閉じこもりがちだった方の誘い出しや希

薄化が進む地域のつながりの強化、ひいては地域活

動の活性化につながることも期待されています。 

このことから、本市では、住民等が主体となって

運営する通いの場づくりの機運を醸成するととも

に、要支援者等を対象とした住民主体型通所サービ

スの運営を支援します。 

56 Ⅱ-1-(1) 

多様な学び・生

きがいづくりの

場の提供 

❶各種高齢者向

け講座の充実 

＜その他＞ 

シニアライフ講座の制度統一

等に伴う修正 

【指標の削除】 

◆老人福祉センターいきがい講座 

「創造」「趣味」「健康」をテーマに、大沢野老人

福祉センターで開催 

 平成 29 年度見込 平成 32 年度目標

講座数 ５教室 ７教室 

受講者数 １００人 １５０人 

◆いきがいクラブ・いきいき健康教室 

「健康」をテーマに、老人福祉センターや公民館

で開催 

 平成 29

年度見

込 

平成 32

年度目

標 

いきがいクラブ

（大山地域） 

講 座 数 ６教室 ６教室

受講者 数 120 人 120 人

いきいき健康教

室（山田地域）

講 座 数 ３教室 ３教室

受講者 数 130 人 130 人

58 Ⅱ-1-(1) 

多様な学び・生

きがいづくりの

場の提供 

❻農林業とのふ

れあいの場の提

供 

＜市の取組みとの整合＞ 

第８期計画の取組みの内容に

即した記載に修正 

【取組の一部追加】 

農業や林業に関心を持つ、元気で意欲的な高齢者

の社会参加と生きがいづくりのため、行政と農林業

関係団体等とが連携しながら、農作物栽培の技術指

導や市民農園を提供するとともに、高齢者が気軽に

参画できる里山保全活動等を支援します。 

さらに、農林業に関する様々な学習の場や活動情報

の提供に努めます。 
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◆市民への農園の提供（区画数：723 区画うち高齢

者農園 191 区画） 

◆楽農学園業事業の継続実施 

◆森林ボランティア（きんたろう倶楽部等）活動情

報の提供 

◆スマート農業の実演

62 Ⅱ-1-(4) 

就業機会の充

実・就労活動の

推進 

❷高齢者雇用の

推進

＜市の取組みとの整合＞ 

第８期計画の取組みの内容に

即した記載に修正 

【取組の一部削除】

「高年齢者雇用安定法」では、全ての企業に対

し、高年齢者の６５歳までの安定した雇用を確保す

るため、「定年の定めの廃止」、「定年の引上

げ」、「継続雇用制度の導入」のいずれかの措置

（高年齢者雇用確保措置）を講じるよう義務付けら

れています。 

令和元年 6月 1日現在の高年齢者の雇用状況につ

いては、県内 31人以上規模の企業のうち、高年齢

者雇用確保措置を実施済みの企業の割合は 100.0％

となっていますが、一方、希望者全員が６５歳以上

まで働ける制度を整備・導入している企業の割合は

74.1％となっています。 

このような中、本市では、高年齢者がその能力に

合った職業に就くことを促進し、また、事業主が高

年齢者の雇用に関して、適切な雇用の場を提供する

ため、企業訪問等を通じて高年齢者の雇用環境の整

備を要請するとともに、富山市職業訓練センターで

の技能講座を開催し、高齢者の就労に向けた支援を

行っています。 

少子・超高齢社会が急速に進み、生産年齢人口が

減少する中で、高い就労意欲を有する高年齢者が長

年培った知識と経験を生かし、社会の支え手として

意欲と能力のある限り活躍し続けることができる環

境を整備するため、高度なスキルを持った 65 歳以

上の高年齢者と即戦力となる人材を求める企業との

マッチングを行う「富山市スーパーシニア活躍促進

人材バンク」の運営や、65 歳以上の高年齢者を雇

用した事業主に対する雇用継続奨励金の交付などに

より、高年齢者の多様な就業形態による雇用の促進

を図り、雇用機会の拡大に努めます。 

64 Ⅱ-1-(6) 

高齢者のふれあ

いの場の確保 

❷生活に密着し

た施設の活用に

よる交流機会の

確保 

＜その他＞ 

Ⅱ-1-(6)-❸「老人福祉セン

ター等の利用の促進」から

移動 

【取組の移動】

生活に密着した公衆浴場などは、地域・世代間交

流の場として重要な役割を果たしている施設です。

それらの施設内にある休憩・団らん・交流スペース

を高齢者の介護予防や健康づくり、生きがいづくり

の場として確保し、活用できるよう支援します。 

また、老人福祉センターや老人憩いの家において

も、交流が図られるよう努めます。 
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64 Ⅱ-1-(6) 

高齢者のふれあ

いの場の確保 

❸老人福祉セン

ター等の利用の

促進 

＜その他＞ 

Ⅱ-1-(6)-❷「生活に密着し

た施設の活用による交流機

会の確保」へ移動 

【取組の移動】

本市には、老人福祉センターが 6か所、老人憩い

の家が 2か所あり、これらの施設は入浴設備を備

え、健康相談や健康増進、教養の向上、レクリエー

ションの場として親しまれていることから、今後と

も、高齢者の方々が気楽にふれあえる憩いの施設と

して利用促進を図ります。 

71 Ⅲ-4≪基本施策

≫ 

認知症高齢者施

策の推進 

＜国の動向への対応＞ 

「認知症施策推進大綱」（令

和元年）との整合 

【基本施策の文言更新】 

認知症になっても安心して生活できるよう、認知

症の人や家族の視点を重視しながら、「共生」と

「予防」を車の両輪として、認知症サポーター養成

講座を開催するなど、全ての世代に対して認知症の

正しい知識の普及啓発に努めるとともに、地域包括

支援センターに配置された認知症コーディネーター

と医療・介護等の支援機関をつなぐ認知症地域支援

推進員が連携を図り、認知症にやさしい地域の実現

を目指します。 

74 Ⅲ-1-(1) 

地域ケア推進体

制の整備 

❶地域包括支援

センターの機能

強化 

＜国の動向への対応＞ 

「第 8期介護保険事業計画の

基本方針（案）」の記載内容

との整合 

地域のつながり強化という観

点から、地域包括支援センタ

ーが、居宅介護支援事業所や

介護施設など、地域の既存の

社会資源と効果的に連携し

て、地域における相談支援の

機能を強化していくことが必

要である。 

【取組の文言更新】 

ウ 総合相談支援事業等の充実 

（略） 

地域住民や民生委員等から寄せられる相談は年々

増加しており、相談内容も介護保険に関するものの

ほか、認知症や高齢者虐待、権利擁護、生活困窮、

悪質商法など多岐にわたっています。 

このため、地域の民生委員や関係機関等地域の既

存の社会資源と効果的に連携して、相談支援の機能

を強化します。特に対処が困難な事例についても、

研修会等により職員の質の向上を図り積極的に取り

組めるよう支援します。 

75 Ⅲ-1-(1) 

地域ケア推進体

制の整備 

❸まちなか総合

ケアセンターに

おける地域包括

ケア体制の推進

＜市の取組みとの整合＞ 

第８期計画の取組みの内容に

即した記載に修正 

【取組の文言更新】 

医療と介護が必要になっても、住み慣れた地域で

可能な限り暮らし続けることができるよう、在宅診

療のみを行う「まちなか診療所」を運営するととも

に、往診が頻繁になり対応が難しい場合などに、主

治医を一時交代して訪問診療を行います。さらに

は、市民への啓発活動などを通じ、在宅医療を推進

します。 

76 Ⅲ-1-(1) 

地域ケア推進体

制の整備 

❸まちなか総合

ケアセンターに

おける地域包括

＜市の取組みとの整合＞ 

第８期計画の取組みの内容に

即した記載に修正 

【取組の文言更新】 

地域コミュニティの醸成と人と人とが支え合うま

ちづくりの推進を目的とする「まちなかサロン」を

運営し、市民がいつまでも元気に自立して暮らし、

住民相互の交流が活発となることを図ります。 
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ケア体制の推進 また、総曲輪レガートスクエア内の企業や団体等

との協働による官民連系事業に取り組み、「医療・

健康・福祉」をテーマとした多世代が交流できる市

民参加型の各種イベントを実施し、賑わいや地域の

活性化につなげます。 

76 Ⅲ-1-(1) 

地域ケア推進体

制の整備 

❹富山まちなか

病院による地域

包括ケア体制の

充実【新規】 

＜市の取組みとの整合＞ 

第８期計画の取組みの内容に

即した記載に修正 

富山まちなか病院の開院 

【取組の追加】 

富山まちなか病院については、富山医療圏で不足

している回復期の病床機能を有する医療機関とし

て、急性期から在宅への受け渡し役を担うほか、在

宅で容体が悪化した患者の受入れにも地域の診療所

や介護施設等と連携しながら積極的に対応するな

ど、在宅医療を支援します。 

また、リハビリや退院支援といった機能の充実も

図りながら、市民病院のみならず、地域の急性期病

院とも連携し、患者を在宅復帰へとつなげていく後

方連携病院として、地域包括ケア体制の充実に努め

ます。 

76 Ⅲ-1-(1) 

地域ケア推進体

制の整備 

❺生活支援コー

ディネーターの

育成 

＜国の動向への対応＞ 

「第 8期介護保険事業計画の

基本方針（案）」の記載内容

との整合 

生活支援体制整備の推進 

高齢者やその家族が地域にお

いて安心して日常生活を営む

ことができるよう、生活支援

コーディネーターや協議体、

就労的活動支援コーディネー

ターが中心となり、高齢者の

社会参加等を進め、世代を超

えて地域住民がともに支え合

う地域づくりを市町村が進め

ていくことが重要である。 

【取組の文言更新】 

生活支援体制整備事業として、生活支援サービス

の充実及び高齢者の社会参加に向けて、地域に不足

するサービスや支援の創出などの資源開発及びネッ

トワークの構築を推進するため、「生活支援コーデ

ィネーター」を育成します。 

また、生活支援コーディネーターを中心に、ボラ

ンティア等の生活支援・介護予防の担い手の養成・

発掘を行い、地域のニーズと地域支援のマッチング

などを推進します。 

78 Ⅲ-1-(2) 

地域ふれあい・

助け合い・支え

あいの推進 

❷地域共生社会

の推進【新規】

＜市の関係計画との整合＞ 

富山市地域福祉計画（平成 31

年）との整合 

【取組の追加】

育児・介護・障害・貧困や、それらが複合化・複

雑化した課題を包括的に受け止め、総合的な相談支

援体制づくりを図るための包括的な支援体制の構築

や、住民が身近な地域で地域課題を把握して、解決

を試みる体制づくりを図るための地域力を強化する

ための取組を進め、地域共生社会の推進を図ります。

ア 包括的な支援体制の構築 

保健福祉センターや地域包括支援センターなどで

取組んでいる、高齢者や子ども・子育て家庭への包

括的な相談に加え、障害者及び生活困窮者の相談支

援も含め、各々の相談機関の連携強化や多機関の協
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働などにより課題の解決を図る体制づくりに取り組

みます。 

イ 地域力の強化推進 

 すべての人々が地域の課題を我が事・丸ごととし

て受け止め、これまでの地域の力 を生かしつつ新

たなつながりを強化し、課題解決を図る仕組みづく

りを推進します。 

82

～

84

Ⅲ-3-(2) 

在宅医療・介護

連携の推進 

＜市の取組みとの整合＞ 

富山市在宅医療・介護連携推

進協議会での協議内容を踏ま

えた修正 

＜国の動向への対応＞ 

「在宅医療・介護連携推進事

業の手引き ver.3」との整合

＜地域懇談会でのご意見＞ 

自宅へ往診してもらうことで

安心して生活することができ

ると思うので、在宅医療を充

実させる必要があると思う。

【取組の文言更新】 

高齢者が必要な医療・介護を受けて、住み慣れた

地域でいつまでも自分らしい生活を続けることがで

きるよう、在宅医療と介護サービスを一体的に提供

するために、医療機関と介護事業所等の関係者との

協働・連携を推進します。  

また、医療や介護が必要な状態となっても「自分

の家で最期まで暮らしたい」という患者や家族の思

いを受け止め、これまでも地域の在宅医療を支えて

きた富山市医師会や富山市歯科医師会などと連携し

ながら在宅医療の推進に取り組みます。 

❶在宅医療と介護連携の意義や必要性の理解 

在宅療養を必要とする人または家族が適切なサー

ビスを選択できるように、市民や医療・介護関係者

向けのシンポジウムの開催や、パンフレット、ホー

ムページ等を活用し、在宅医療・介護サービスの情

報発信や在宅での看取りに関する理解の増進に努め

ます。 

また、医療関係者向けの在宅医療体験実習等の開

催や、地域包括支援センターにおける医療介護連携

推進会議の実施等を通じて、医療・介護関係者に連

携の必要性について理解を促します。 

◆市民向け講演会（富山市医師会開催） 

 令和２年度見込 令和５年度目標

参加者数 ０人 １２０人 

◆在宅医療体験実習 

 令和２年度見込 令和５年度目標

参加者数 ８０人 ８０人 



12 

頁 該当箇所 修正根拠 次期高齢者総合福祉プラン（素案） 

◆医療介護連携推進会議（地域包括支援センター実

施） 

 令和２年度見込 令和５年度目標

開催回数 ３２回 ３２回 

参加者数 ７００人 ８４０人 

❷在宅医療と介護サービスの提供体制の構築 

地域の医療・介護関係者等が参画する「富山市在

宅医療・介護連携推進協議会」を中心に、在宅医

療・介護連携の現状分析と課題の抽出、解決策の検

討、評価の実施を行うことで、切れ目ない在宅医

療・介護サービスの提供体制を検討します。 

継続的な提供体制の構築のため、「まちなか診療

所」では、２４時間の在宅医療の提供に向け、在宅

医療を行う医師をサポートし、退院支援や急変時の

対応及び看取りにおける負担軽減に努めます。さら

に、在宅医療を目指す医師や医学生などを受け入

れ、在宅医療を担う人材を育成します。 

また、在宅医療と介護サービス担当者の連携を支

援する窓口を設け、医療や介護の専門職からの相談

に対応します。 

◆まちなか診療所による地域の開業医サポート件数

 令和２年度見込 令和５年度目標

往診代行件数 ３０件 ５０件 

◆在宅医療を担うための人材育成 

 令和２年度見込 令和５年度目標

受け入れ人数 １３人 １５人 

❸在宅医療と介護の連携強化 

医療・介護関係者の協働・連携を円滑に進めるた

めには、お互いの業務の現状、専門性や役割等を知

り、忌憚のない意見交換ができる関係を築くことが

重要です。このことから、市では、富山市医師会が

在宅医療・介護に関わる多職種と連携して地域ごと

の課題や対応策について検討する「エリア会議」を

支援します。 

また、医療・介護関係者との協働・連携を深める

ために、病院から在宅、在宅から病院の移行時など

において、支援が途切れない仕組みとしての情報共

有方法やツールを検討し、在宅医療・介護関係者の

情報共有を支援します。 
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さらに、地域の医療・介護関係者の連携を促進す

る研修や、医療と介護関係者にとって必要な知識や

技術・技能を習得するための研修を開催します。 

◆エリア会議（５エリアと全体会） 

 令和２年度見込 令和５年度目標

参加者数 ３５０人 ４００人 

◆医療関係者等を対象とした研修会 

 令和２年度見込 令和５年度目標

開催回数 ７回 ７回 

参加者数 ５００人 ５００人 

85 Ⅲ-4 

認知症高齢者施

策の推進 

＜国の動向への対応＞ 

「認知症施策推進大綱」（令

和元年）との整合 

【施策の文言更新】 

国の「認知症施策推進大綱」にも示されていると

おり、本市においても、認知症になっても希望を持

って日常生活を過ごせる社会を目指し、認知症の人

や家族の視点を重視しながら、「共生」と「予防」

を車の両輪として、認知症の正しい知識の普及啓

発、認知症ケア体制の整備などの施策を推進してい

きます。 

85 Ⅲ-4-(1) 

認知症の知識の

普及・啓発 

❶市民への啓発

活動の推進 

＜市の取組みとの整合＞ 

第８期計画の取組みの内容に

即した記載に修正 

【取組の文言更新】 

広く市民への認知症の理解を広げるために、地域

での説明会の開催や世界アルツハイマーデーのある

9月を認知症月間とし、講演会や富山城のライトア

ップなどの啓発活動を行い、認知症を自分の問題、

地域の問題として考える意識を高めます。  

また、認知症に関する相談窓口を広報紙やホーム

ページで周知し、市における認知症ケアパスを掲載

した「富山市認知症ガイドブック」を活用する等、

啓発活動を推進します。 

87 Ⅲ-4-(2) 

認知症ケア体制

の整備 

❸本人・介護者

への支援 

＜国の動向への対応＞ 

「認知症施策推進大綱」（令

和元年）との整合 

＜市の取組みとの整合＞ 

第８期計画の取組みの内容に

即した記載に修正 

【取組の文言更新】

本人への支援として、認知症の人が希望や必要と

していること等を語り合う、「本人ミーティング」

を行います。こうした場等を通じて、認知症の人本

人の意見を踏まえ、認知症の人本人の視点を認知症

施策の企画・立案や評価に反映します。 

介護者への支援としては、認知症の介護は精神的

にも身体的にも負担が多く、介護疲れから高齢者虐

待を引き起こす場合も多いため、ケアマネジャーや

サービス事業者は介護負担感の軽減を図るケアマネ

ジメントを徹底し、早期対応ができる体制を整えま

す。 
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88 Ⅲ-4-(2) 

認知症ケア体制

の整備 

❺認知症徘徊Ｓ

ＯＳネットワー

クの推進 

＜市の取組みとの整合＞ 

第８期計画の取組みの内容に

即した記載に修正 

【取組の文言更新】

また、地域住民との協働による徘徊発生時の連絡

体制の整備や徘徊模擬訓練等の実施、ＩＣＴの活用

推進、さらに、認知症高齢者を被保険者とする個人

賠償責任保険に市が保険契約者として加入する「認

知症高齢者等おでかけあんしん損害保険事業」を実

施などにより、「認知症高齢者徘徊 SOS緊急ダイヤ

ル」の登録者数を増やすことで、徘徊する高齢者を

早期に発見できる体制を強化し、認知症高齢者が安

心して暮らせるまちづくりを推進します。 

89 Ⅲ-4-(3)

認知症予防対策

の推進

＜国の動向への対応＞ 

「認知症施策推進大綱」（令

和元年）との整合 

＜その他＞ 

Ⅰ-1-(2)「疾病の予防及び

早期発見・早期治療」から

移動 

【取組の文言更新】

国の「認知症施策推進大綱」では、認知症の「予

防」とは「認知症にならない」という意味ではな

く、「認知症になるのを遅らせる」「認知症になっ

ても進行を緩やかにする」という意味であり、運動

不足の改善、生活習慣病の予防、社会参加による社

会的孤立の解消や役割の保持等が、認知症予防に資

する可能性が示唆されているとあります。フレイル

予防・介護予防の取組を進めるとともに、認知症に

関する講演会や地域における教室・説明会、通いの

場等を通じて、認知症予防の観点から活動を推進し

ます。 

90 Ⅲ-5-(1) 

成年後見・権利

擁護の推進 

❷成年後見制度

の推進 

＜市の取組みとの整合＞ 

第８期計画の取組みの内容に

即した記載に修正 

＜市の関係計画との整合＞ 

富山市地域福祉計画（平成 31

年）との整合 

【取組の文言更新】

そこで、申立費用や報酬費用の助成のほか、地域

包括支援センターをはじめ関係機関と連携を図りな

がら、相談や申立支援を総合的に進める体制を充実

させるとともに、成年後見制度を必要とする人が制

度を利用できるよう中核機関を整備します。 

99 Ⅳ-1-(4) 

歩きたくなるま

ちづくりの推進

【新規】 

＜市の関係計画との整合＞ 

「富山市歩くライフスタイル

戦略」（平成 31年）との整合

＜地域懇談会でのご意見＞ 

おでかけ定期券やとほ活とい

ったまちなかへ移動させるよ

うな運動の機会をつくること

が必要であると思う。 

【取組の追加】

日常生活の中での「歩くライフスタイル」を推進

することは、人とまちの接点が生まれ、地域の小売

店での消費や、公共交通の利用、ふれあい機会の増

加、コミュニティの醸成など、都市全体の活力向上

につながる、まちづくり効果が期待されるととも

に、健康づくりにも寄与します。このことから、ベ

ンチ等の設置や歩くライフスタイルの普及啓発等を

通して、健康づくりとまちづくりが融合した歩きた

くなるまちづくりの実現、さらには将来市民が健康

で幸福に暮らす活力ある都市の創造を目指します。

103 Ⅳ-3 

安心できる住ま

いの確保 

＜市の取組みとの整合＞ 

第８期計画の取組みの内容に

即した記載に修正 

【取組の文言更新】

高齢者の居住のあり方は、年齢、身体状況、家族

の状況等に応じて変化するものです。また、高齢者

の住まいに対する意識は、社会情勢や家族構成・ラ

イフスタイルの変化に伴って変化しており、さらに
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高齢者人口の増加もあいまって、今後は高齢者の一

人暮らし、あるいは高齢者のみの世帯がますます増

加することが予想されます。 

このため、高齢者自身が生きがいをもち、自立し

た生活を送る上で、最も望ましい居住形態を主体的

に選択できる環境を整えることが必要です。 

103 Ⅳ-3-(1) 

多様な住まいへ

の支援 

＜国の動向への対応＞ 

「第 8期介護保険事業計画の

基本方針（案）」の記載内容

との整合 

有料老人ホーム及びサービス

付き高齢者向け住宅が介護ニ

ーズの受け皿としての役割を

果たせるよう、未届けの有料

老人ホームを確認した場合は

積極的に都道府県に情報提供

するとともに、介護サービス

相談員を積極的に活用する

等、その質の確保を図ること

も重要である。 

特定施設入居者生活介護の指

定を受けていない有料老人ホ

ーム及ぶサービス付き高齢者

向け住宅の入居定員総数を記

載するよう努めること。 

＜地域懇談会でのご意見＞ 

独居高齢者が今後ますます増

えると思うので、サービス付

き高齢者向け住宅を充実させ

てほしい。 

【取組の文言更新】

高齢者の住まいに対する多様なニーズに対応する

ため、また、高齢者が安心して安全に暮らし続ける

ことのできる住まいとするため、軽費老人ホームや

有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等に

対し適切な指導・支援を行い、質の確保に努めると

ともに、需要に合わせた供給促進を図ります。 

◆入居定員総数（令和 2年 10 月 1日時点） 

 入居定員総数 

有料老人ホーム 

（うち特定施設入居者生活介

護の指定を受けているもの）

１，２１９人

（うち ３５

人）

サービス付き高齢者向け住宅

（うち特定施設入居者生活介

護の指定を受けているもの）

１，２８２人

（うち １２６

人）

106 Ⅳ-4-(1) 

交通安全対策の

推進 

❷交通安全を確

保するための環

境整備 

＜市の取組みとの整合＞ 

第８期計画の取組みの内容に

即した記載に修正 

【取組の文言更新】

横断歩道における歩行者優先などのルールの遵守

やマナーの向上に向けた意識の啓発に努めるほか、

自転車の利用促進や安全で快適に自転車が利用でき

るよう、路面表示による走行位置の明確化などの自

転車走行空間整備や、放置自転車を防止するための

駐輪環境整備を行います。 

107 Ⅳ-4-(3) 

災害対策の推進

＜国の動向への対応＞ 

「第 8期介護保険事業計画の

基本方針（案）」の記載内容

との整合 

近年の災害の発生状況を踏ま

えた災害に係る体制整備 

【取組の文言更新】

❶避難行動要支援者支援の推進 

❷自主防災組織の育成等 

❸木造住宅の耐震化の推進 
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108 Ⅳ-4-(4) 

防犯・消費生活

対策の推進 

＜その他＞ 

災害対策と項目を分けて記載

【取組の文言更新】

 ❶火災予防の推進 

 ❷応急手当普及啓発の推進 

 ❸悪徳商法などの消費者トラブルの防止 

110 Ⅳ-4-(4) 

防犯・消費生活

対策の推進 

❹クマによる人

身被害の防止

【新規】 

＜市の取組みとの整合＞ 

第８期計画の取組みの内容に

即した記載に修正 

【取組の追加】 

近年、中山間地域等を中心とした集落周辺等でク

マによる人身被害事故が複数発生しており、被害に

あった方の多くが高齢者となっています。 

このことからクマ出没時は、高齢者を始めとする

地域住民の方々に対し、クマの出没情報等を迅速に

発信し、注意を呼び掛けるとともに、市関係部局や

警察、市内猟友会等が連携をとりながら、周辺住民

への周知や出没場所周辺のパトロール、捕獲活動等

を実施し、クマによる人身被害の防止に努めます。

また、高齢者団体や地域町内会団体等への出前講

座等を通して、クマによる人身被害に遭わないため

の対策等の情報について周知に努めます。 

110 Ⅳ-4-(4) 

防犯・消費生活

対策の推進 

❺農業用水路の

転落防止対策

【新規】 

＜市の取組みとの整合＞ 

第８期計画の取組みの内容に

即した記載に修正 

【取組の追加】 

生活の身近なところに農業用水路が張り巡らされ

ていることから、ワークショップの開催やポスター

掲示等による安全啓発の積極的な推進や水路管理者

が実施する防護柵設置等の安全施設整備に対し支援

を行い、農業用水路への転落事故防止に努めます。

111 Ⅴ-2《基本施

策》 

介護サービスの

基盤整備 

＜国の動向への対応＞ 

「第 8期介護保険事業計画の

基本方針（案）」の記載内容

との整合 

●2040 年を見据え介護サービ

ス基盤を計画的に整備するこ

ととし、第 7期の達成状況の

検証を踏まえたうえで、第 8

期の位置付け及び第 8期期間

中に目指すべき姿を具体的に

明らかにしながら目標を設定

し取組を進めることが重要で

ある。 

●有料老人ホーム及びサービ

ス付き高齢者向け住宅が増加

し、多様な介護ニーズの受け

皿となっている状況を踏ま

【文言追加】 

介護が必要な高齢者が住み慣れた自宅や地域で暮

らし続けられるよう、地域包括ケアシステムの一翼

を担う地域密着型サービスを中心に介護サービスの

基盤整備を推進します。整備にあたっては、いわゆ

る団塊ジュニア世代が 65 歳以上を迎え、現役世代

が急減する令和 22 年度（2040）を見据え、日常生

活圏域の特性を踏まえつつ、地域バランスを考慮

し、特に医療依存度の高い中重度者や今後増加が予

想される認知症高齢者に対応可能な介護サービスを

中心に計画的に進めます。 

また、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向

け住宅が適正な介護ニーズの受け皿としての役割を

果たせるよう、設置状況や利用状況等を勘案して介

護サービスの整備を進めます。
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え、将来に必要な介護サービ

ス基盤の整備量の見込みを適

切に定めるため、都道府県と

連携してこれらの設置状況等

必要な情報を積極的に把握す

ることが重要である。 

115 Ⅴ-1-(2) 

人材の確保及び

資質の向上 

➋福祉・介護人

材の育成 

＜国の動向への対応＞ 

「第 8期介護保険事業計画の

基本方針（案）」の記載内容

との整合 

●市町村は保険者として地域

に取組を進める立場から、介

護人材確保にあたって、処遇

改善や、若年層、中高年齢

層、子育てを終えた層や、他

業種からの新規参入の促進、

離職した介護福祉士等の届出

制度も活用した潜在的有資格

者等の復職・再就職支援、外

国人介護人材の受入れ環境の

整備、都道府県福祉人材セン

ター等の活用等による多様な

人材の参入促進、離職防止・

定着促進のための働きやすい

環境の整備、介護の仕事の魅

力向上、キャリアパスや専門

性の確立による資質の向上、

介護現場における業務仕分け

やロボット・ＩＣＴの活用、

元気高齢者の参入による業務

改善（介護助手の取組）、複

数法人による協同組合の推進

等による生産性の向上や介護

現場の革新等に一体的に取り

組みことが重要である。 

●市町村においても、必要と

なる介護人材の確保に向け、

国や都道府県と連携すること

が重要である。 

【文言追加】 

今後も介護ニーズの増大が見込まれる一方、介護

職を目指す学生の減少や離職者の増加など、福祉・

介護人材の確保や定着が喫緊の課題となっており、

求職者と求人のマッチングや、職場環境の改善及び

人材の処遇改善など事業者支援に努めるほか、若年

層・子育てを終えた層などの各層や他業種からの新

規参入の促進、潜在的人材の復職・再就職支援な

ど、多角的な支援に取り組みます。また、引き続

き、国、県、市及び関係機関が連携し、限られた人

材を確保する方策を検討します。 

115 Ⅴ-1-(2) 

人材の確保及び

資質の向上 

❸介護現場の業

務効率化の推進

【新規】 

＜国の動向への対応＞ 

「第 8期介護保険事業計画の

基本方針（案）」の記載内容

との整合 

●職場の良好な人間関係作り

や結婚や出産、子育てを続け

【取組の追加】

介護現場における介護ロボットやＩＣＴの活用、

元気高齢者等の参入による業務改善など、介護現場

革新の取組みを支援することで、介護職場の環境改

善を支援するとともに、サービス利用者への必要な

サービスの提供と質を確保いたします。また、文書

負担軽減に向けて、国、県及び関係団体などと連携
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 ながら働ける環境整備を図る

ことが重要である。介護現場

における、業務仕分けや介護

ロボットやＩＣＴの活用、元

気高齢者を含めた介護人材の

確保・定着、介護という仕事

の魅力発信等の介護現場革新

の取組について、地域の実情

に応じてきめ細かく対応して

いく体制整備を図った上で、

都道府県と市町村とが連携を

しながら関係者の協働の下進

めるとともに、介護現場革新

の取組の周知広報等を進め、

介護職場のイメージを刷新し

ていくことが重要である。 

し、各種申請様式等の見直しを図ることで、介護現

場の業務効率化の推進を図ります。 

116 Ⅴ-1-(3) 

事業者への指

導・支援 

❻災害・感染症

対策に係る体制

整備【新規】 

＜国の動向への対応＞ 

「第 8期介護保険事業計画の

基本方針（案）」の記載内容

との整合 

近年の災害の発生状況や、

新型コロナウイルス感染症の

流行を踏まえ、都道府県及び

市町村においては、次の取組

を行うことが重要である。 

１ 介護事業所等と連携し防

災や感染症対策についての周

知啓発、研修、訓練を実施す

ること 

２ 関係部局と連携して、介

護事業所等における感染症の

発生時に必要な物資について

の備蓄・調達・輸送体制をあ

らかじめ整備すること 

３ 都道府県、市町村、関係

団体が連携した感染症発生時

の支援・応援体制を構築する

こと 

【取組の追加】 

介護事業所等と連携して防災や感染症対策につい

ての周知啓発や、研修会を実施するとともに、関係

部局と連携して、介護事業所等における災害や感染

症の発生時に必要となる衛生資材や物資についての

備蓄・調達を進めます。また、県、市及び関係団体

が連携して災害・感染症発生時の支援・応援体制を

整備します。 

117 Ⅴ-1-(4) 

介護者への支援

❷リハビリテー

ションサービス

提供体制の整備

【新規】 

＜国の動向への対応＞ 

「第 8期介護保険事業計画の

基本方針（案）」の記載内容

との整合 

リハビリテーションによっ

て、単なる心身機能等向上の

ための機能回復訓練のみでは

【取組の追加】 

住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らし続け

るためには、リハビリテーションによって、単なる

心身機能等向上のための機能回復訓練のみではな

く、潜在する能力を最大限に発揮させ、日常生活の

活動能力を高めて家庭や社会への参加を可能にする

ことが重要です。そこで、心身機能や生活機能の向

上といった高齢者個人への働きかけはもとより、地
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なく、潜在する能力を最大限

に発揮させ、日常生活の活動

能力を高めて家庭や社会への

参加を可能にし、自立を促す

ことが重要である。このた

め、心身機能や生活機能の向

上といった高齢者個人への働

きかけはもとより、地域や家

庭における社会参加の実現等

も含め、生活の質の向上を目

指すため、リハビリテーショ

ンサービスを計画的に提供で

きる体制を構築することが重

要である。 

域や家庭における社会参加の実現等も含め、生活の

質の向上を目指すためのリハビリテーションサービ

スを計画的に提供できる体制の整備を進めます。 

118

～

121

Ⅴ-2-(2) 

基盤整備の目標

値（第 8期（令

和 3～5年度））

の設定 

＜市の取組みとの整合＞ 

第８期整備予定の内容に即し

た記載に修正 

【文言更新】 

サービス区分及び整備数 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

   2 事業所 

・看護小規模多機能型居宅介護 

  3 事業所 

・小規模多機能型居宅介護  

   2 事業所 

・認知症対応型共同生活介護   

   2 事業所（36 床） 

・認知症対応型通所介護 

   1 事業所 

・特定施設入居者生活介護 

  90 床程度 

※介護保険施設（地域密着型介護老人福祉施設含

む）は、本市が人口当たりの整備率が高いこと

（H30.10.1 日現在の人口 10 万人当たりの床整備状

況について、中核市平均 744 床に対し本市 1,116

床）及び給付増などのバランスを考慮し、第 8期に

おいて基本的に床数を増やさないこととします。 

※介護医療院については、介護療養型医療施設が令

和５年度末までに廃止され、他の形態へ転換が必要

とされていることから、介護療養型医療施設などか

らの転換が見込まれる。そのため、療養病床、認知

症対応及び感染症対応等の状況を踏まえながら、適

切に許可を行うものとします。 


